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令和3年度　美園南中学校ＰＴＡ活動事業報告

月日（曜日） 項　　　目

　４月　６日（火） 令和3年度役員（本部）顔合わせ

　４月　８日（木） 入学式（本部は受付けなど協力）

　４月２１日（水） シトラスリボンプロジェクト

　４月２７日（火） 令和３年度新旧理事会（Web上にて開催）

　５月１４日（金） 令和３年度PTA総会（Web上でも開催）・歓送迎会

　５月１０日（月） さいたま市ＰＴＡ協議会を通じて本校ＰＴＡより三行詩募集開始

　６月１１日（金） さいたま市ＰＴＡ協議会緑区連合会　総会

　６月中旬 母の会　緑支部学校代表者会議　書面開催

　６月１４日（月） 高校訪問実施　大宮開成高校・さいたま市立浦和南高校

　６月１５日（火） 高校訪問実施　県立浦和北高校・県立川口高校・浦和麗明高校

　６月１６日（水） 高校訪問実施　県立浦和東高校

　６月１７日（木） 高校訪問実施　川口市立高校

　６月１８日（金） 高校訪問実施　浦和学院高校

　６月１９日（土） さいたま市ＰＴＡ協議会連合会　総会

　６月２３日（水） 第１回自転車点検

　６月２４日（木） 第１回理事会

広報紙「希望を胸に」第５号発行

高校訪問記発行

　７月１９日（月） 不用品回収作業

　７月２０日（火） 第１回交通安全指導（５カ所）

　８月２６日（木） 第２回交通安全指導（５カ所）

第２回理事会

（書面審議）

１０月　７日（木） 体育祭参加賞の配布

１０月１２日（火） 母の会　緑支部学校代表者会議

１１月　２日（火） さいたま市ＰＴＡ協議会　創立２０周年記念式典

１１月　９日（火） 第３回理事会

１１月１７日（水） 環境ボランティア（植栽）

１１月２４日（水） 第２回自転車点検

１１月３０日（火） 母の会　秋の全国交通安全運動キャンペーン

合唱コンクールでの駐輪場整理

リサイクルバザー

１２月２１日（火） 広報紙「希望を胸に」第６号発行

　７月１６日（金）

１２月１７日（金）

９月１０日（金）～
９月１７日（金）
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令和3年度　美園南中学校ＰＴＡ活動事業報告

月日（曜日） 項　　　目

　１月　７日（金） 第３回交通安全指導（５カ所）

　１月２６日（水） 第１回給食試食会

　２月　４日（金） 第２回給食試食会

　２月１０日（木） 学校保健委員会　

　２月１８日（金） 第４回理事会・納会

　２月２５日（金） 大掃除（ＰＴＡ会議室・地域交流ラウンジ）

　３月　７日（月） 広報紙「希望を胸に」第７号発行

　３月　８日（火） スポーツ大会（３年）にてスポーツドリンク配付

　３月　９日（水） 学年監査（3年）

　３月１１日（金） 学年監査（１年）

卒業証書授与式（本部は受付けなど協力）　

学年監査（2年）

　３月１７日（木） スポーツ大会（１年）にてスポーツドリンク配付

　３月２３日（水） スポーツ大会（２年）にてスポーツドリンク配付

※その他　役員（本部）会、各委員会会議、委員会活動、防犯安全パトロールなどを実施
会長は、さいたま市ＰＴＡ協議会と緑区連合会の各種会議、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）に出席

　３月１５日（火）
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金額

前 年 度 繰 越 金 840,444

受 取 利 子 6

バ ザ ー 売 上 17,780

生 徒 応 援 プ ロ ジ ェ ク ト 100,000

周 年 行 事 用 積 立 金 100,000
設 備 費 等 積 立 金 50,000

1,108,230

２．支出の部

金額

パ ソ コ ン 購 入 代 129,800

パ ソ コ ン 購 入 代 115,720

245,520

３．差引残高

1,108,230 ― 245,520 ＝ 862,710
残金 862,710 円は、令和4年度に繰り越します。

　上記の通り報告いたします。

さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ会長 内田　宜宏

 令和３年度の特別会計決算書について関係書類・諸帳簿を監査した結果、正確妥当なことを認めます。

さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ監査役 山杉　友　乃

小西　亜矢子

令和4年4月6日

項目

令和３年度美園南中学校PTA特別会計決算書

１．収入の部

合　　　　　計

備考

監　査　報　告　書

備考

項目

令和4年3月31日

合　　　　　計
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項 目 節 予算額 決算額 比較（△減） 備考

会 費 会 費 会 費 2,511,600 2,511,600 0

補 助 金 補 助 金 緑 区 助 成 金 30,000 30,000 0 地域防犯活動助成金

雑 収 入 雑 収 入 0 0 0

繰 越 金 繰 越 金 前 年 度 繰 越 金 1,079,787 1,079,787 0

3,621,387 3,621,387 0

２．支出の部

項 目 節 予算額 決算額 比較（△減） 備考

会 議 費 会 議 費 82,000 78,223 3,777 役員会・委員会

消 耗 品 費 100,000 95,660 4,340
印 刷 費 50,000 46,647 3,353
通 信 費 150,000 132,103 17,897
渉 外 費 60,000 10,000 50,000 会長各種渉外費

出 張 会 議 費 50,000 48,980 1,020
慶 弔 費 80,000 15,000 65,000
本 部 会 費 70,000 13,734 56,266
緑 化 援 助 費 50,000 39,600 10,400 玄関・植栽活動費

総 務 委 員 会 費 総 務 委 員 会 費 80,000 28,517 51,483
会員交流委員会費 会員交流委員会費 210,000 135,022 74,978
保健文化委員会費 保健文化委員会費 27,000 1,099 25,901
広 報 委 員 会 費 広 報 委 員 会 費 205,000 225,535 △ 20,535
学年進路委員会費 学年進路委員会費 150,000 123,035 26,965

地区理事委員会費 15,000 10,254 4,746
地 域 防 犯 活 動 費 60,000 47,582 12,418

助 成 金 チ ャ レ ン ジ ス ク ー ル 30,000 30,000 0

負 担 金 負 担 金 130,000 128,016 1,984 市P協会費・保険

寄 付 金 生徒応援プロジェクト 100,000 100,000 0
学 校 行 事 協 力 費 200,000 238,595 △ 38,595
生 徒 補 助 費 500,000 216,613 283,387 部活動補助他

研 究 費 43,000 42,372 628 各種研究資料他

需 用 費 35,000 0 35,000
記 念 品 費 70,000 69,685 315 卒業記念品

教 育 指 導 協 力 費 20,000 9,753 10,247 来校者接待

周年行事用積立金 100,000 100,000 0
設 備 費 等 積 立 金 50,000 50,000 0

予 備 費 予 備 費 予 備 費 904,387 69,520 834,867

3,621,387 2,105,545 1,515,842

　差引残高 3,621,387 ― 2,105,545 ＝ 1,515,842
残金　　1,515,842円は、令和4年度に繰り越します。

　上記の通り報告いたします。

さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ会長 内田　宜宏

 令和３年度の収支決算書について関係書類・諸帳簿を監査した結果、正確妥当なことを認めます。

さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ監査役 山杉　友　乃

小西　亜矢子

特 別 活 動 費

令和３年度美園南中学校PTA決算書

１．収入の部

合　　　　　計

運 営 費
需 用 費

活 動 費

本 部 会 費

地区理事委員会費

令和4年3月31日

令和4年4月6日

監　査　報　告　書

合　　　　　計

教 育 振 興 費 教 育 振 興 費

基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
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役　職 氏　名 備　考

会　長 内　田　宜　宏 3－3 怜那

野　口　美由紀 2－５ ゆず

上　野　良　子 2－2 唯斗

小　山　彰　子 2－5 つばさ

永　江　之　江 １－3 奏太郎

提　箸　美　圭 1－3 伽比

中　野　恵美子 1－7 希海

宮　内　　　智 教　頭

井　上　由紀子 ２－3 真緒

佐　伯　　　恵 ２－6 和真 学年担当

安　武　芽　久 ２－6 凛音

中　川　里　奈 １－7 桃華

小野寺　聖　季 1－1 栞奈 学年担当

宮　坂　潤　子 １－5 歩波

大　畑　加　奈 1－2 慶太朗

芝　田　朝　香 １－4 香音

松　本　　　有 教務主任

寺　田　絵　美 ３－１ 夏葵

深　道　　　茜 ３－３ 亮吾

顧　問 内　田　崇　史 校　長

大　串　真　由 ３－１ 碧衣 学年担当

早　川　美　樹 ３－１ 裕翔 ＰＴＡメール担当

和　田　洋　樹 1－3 柚奈 ＩＣＴ関連担当

相談役

副会長

令和4年度　美園南中学校ＰＴＡ役員一覧（案）

生　徒　名

監査役

幹　事
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＊地域や他校、各機関との協力・連絡（通年） ＊環境ボランティア（学校との共催）

　＊理事会の開催（通年） ＊その他ＰＴＡ関連事業（通年）

＊理事会だより発行（通年）

＊リサイクルバザーの開催（主管） ＊三行詩（主管）

総務委員会 ＊ＰＴＡ研修会、講習会への参加（通年） ＊環境ボランティア（主管）

＊本部運営のサポート（理事会準備等） ＊その他ＰＴＡ関連事業（通年）

＊歓送迎会の開催（主管） ＊納会の開催（主管）

＊環境ボランティア時の炊き出し（主管） ＊その他ＰＴＡ関連事業（通年）

＊スポーツ交流や文化教室の開催（主管） ＊給食試食会の運営（主管）

＊学校保健委員会への参加 ＊その他ＰＴＡ関連事業（通年）

＊体育祭ＰＴＡ競技の企画及び参加（主管）

＊広報紙「希望を胸に」年３回発行（主管） ＊その他ＰＴＡ関連事業（通年）

＊市Ｐ連広報紙関連事業への参加

＊高校訪問の企画、運営、訪問記作成（主管） ＊学年費監査

＊花の植栽活動（主管） ＊その他ＰＴＡ関連事業（通年）

＊登校時の安全指導（主管） ＊｢交通安全母の会｣参加

　＊防犯安全パトロール（主管） ＊「ながら見守り」ボランティア活動

　＊自転車安全点検（主管） ＊回覧用「美園南中だより」配布作業

　＊大門八坂神社例祭パトロール（主管） ＊その他ＰＴＡ関連事業（通年）

＊２年生の時に数名を選出する

＊活動内容については３年生保護者と学校が連携して取り進める

＊卒業式保護者代表謝辞の人選

卒業準備委員会
（学年活動）

令和4年度　美園南中学校ＰＴＡ活動事業計画（案）

会員交流委員会

保健文化委員会

広報委員会

地区理事委員会

学年進路委員会

本部
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         さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ会則 

 

第１条 本会はさいたま市立美園南中学校ＰＴＡといい、事務所を美園南中学校におく。 

第２条  本会は美園南中学校に在籍する生徒の保護者と美園南中学校の教職員の任意

加入をもって組織する。 

第３条  本会は保護者と教職員が協力して生徒の幸福な成長をはかり教育の充実に寄

与し、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。 

第４条 本会は第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．学校諸行事および部活動に対する協力と助成 

２．学校教育及び社会教育に必要な研究と助成 

３．学校給食保健及び教育環境の整備 

４．家庭教育の振興と生徒の校外指導 

５．会員の教養を高め、親睦を深めるための広報活動と諸行事の開催 

６．交通安全に関する事項 

７．生徒・職員及び会員の表彰と慶弔 

８．教育振興充実に必要な施設・物品の補充 

９．その他目的達成に必要な事業 

第５条 本会に次の役員（本部）をおく。 

会 長 １名   副会長 若干名（内１名は教頭とする） 

幹 事 若干名  監査役 若干名 

第６条 会長・副会長・幹事・監査役は、理事会で会員中より選出する。 

理事会は役員（本部）・専門委員会の委員で構成し、必要に応じて会長が招集する。 

第７条 本会の役員（本部）・専門委員会の委員の任期は全て１年とする。但し再任を 

妨げない。役員を２年以上つとめた場合は、以降の中学校ＰＴＡ役員や委員会活動 

をしないことも選べる。任期中に辞職したときは、理事はその選出母体で、また会 

長・副会長・幹事・監査役は理事会で選出する。補充役員・理事の任期は前任者の 

残任期間とする。 

第８条 会長は本会を代表し、会務を掌理する。副会長は会長を助け、会長に事故が 

あるときはその職務を代理する。 

理事は理事会を構成し各種原案の作成と緊急な用務を審議処理する。 

幹事は会長の指示により庶務、会計、記録を処理する。 

監査役はこの会の会計を監査する。 

第９条  本会に顧問をおくことができる。顧問は本会に対して功績顕著な者及び学識

経験者を理事会で推薦し会長が委嘱する。任期は１年とする。 

第１０条 本会の会議は次のとおりとする。 

１．総会  ２．理事会  ３．役員（本部）会  ４．専門委員会 

第１１条 総会は本会の最高決議機関で毎年５月に会長が招集する。但し理事会で総会 

の必要を認めたときは、臨時に開くことができる。総会は、会員総数の3分の2の出席

(委任状含む)を持って成立する。議事の決議は、出席者（委任状を含む）の過半数の

賛成を必要とする。総会の議長はその都度選出する。総会では次の事項を行う。 

１．事業報告および決算の承認  ２．事業計画および予算の承認 

３．会則の改廃         ４．その他必要な事項 
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第１２条 理事会は、必要により会長が招集し事業の計画と執行にあたり、その他総会 

 において委任された事項を処理する。 

第１３条 本会を運営するため、理事を構成員としたつぎの専門委員会をおく。専門委

 員会は必要に応じ開催し、委員長または地区代表が議長となる。委員会の決定事項は

会長に報告し、理事会に附議し執行する。 

各専門委員会の事務分掌はつぎのとおりとする。 

 （１）総 務 委 員 会        ・総務に関する事項。 

 （２）会員交流委員会 ・会員相互の親睦を目的とする事業の開催。 

 （３）保健文化委員会 ・会員及び生徒の健康、教養を高める事業の開催。 

  ・学校給食の資質向上や学校事業への参加協力。 

 （４）広 報 委 員 会        ・ＰＴＡ広報紙の発行、その他広報事業。 

 （５）学年進路委員会        ・各学年をまとめ、学級の向上への協力。 

  ・生徒の進路（進学、就職）の調査研究、報告書の作成。 

 （６）地区理事委員会 ・学校施設、環境の整備に関する計画と実施。 

  ・生徒の交通安全に関する指導及び通学路・各種施設の 

   整備充実強化、交通安全教室の開催。 

第１４条 本会を円滑に運営するために、理事会の承認を得て特別委員会を置くことが 

 できる。 

第１５条 本会の経費は、会費・その他の収入をもってあてる。 

第１６条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第１７条 この会則の改廃は総会の議決による。 

第１８条 本会の運営に関する必要な細則は理事会で別に決める。 

第１９条 本会の運営において取得する会員の個人情報は、さいたま市立美園南中学校

ＰＴＡ個人情報保護規程に定め、適正に運営するものとする。 

第２０条 役員（本部）および専門委員会の委員が、次の各号のいずれかに該当すると

き、会長と顧問で協議のうえ、役員（本部）および専門委員会の委員を解任すること

ができる。 

(１) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。 

（２）職務上の履行違反その他役員（本部）および専門委員会の委員として相応しく

ないと認められる行為があるとき。 

２ 前項の規定により役員（本部）および専門委員会の委員を解任しようとするとき 

は、その役員（本部）および専門委員会の委員に弁明の機会を与えなければなら 

ない。 

 

附  則  （１）この会則は平成３１年４月１日より施行する。 

      （２）令和２年５月２２日一部改正。 

      （３）令和３年５月１４日一部改正。 
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さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ個人情報保護に関する基本方針 

さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ（以下、「本会」という。）は、活動を行うにあたり、

ＰＴＡ会員（以下、「会員」という。）から個人情報を提供していただく場合があります。

ＰＴＡでは、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るため個人情報を以下の

方針により取り扱うこととします。 

１．本会は、会員から取得した個人情報を以下の目的以外には利用しません。 

（１）ＰＴＡ会員名簿の登録及び管理

（２）ＰＴＡ会費の管理

（３）ＰＴＡ活動名簿の作成及び管理（委員会名簿、ＰＴＡ行事等の名簿）

（４）文書配布

２．本会は、会員から取得した個人情報を、正当な理由のない限り第三者に提供しませ 

ん。提供の必要が生じた場合は、会員からあらかじめ同意を取ることとします。 

３．本会は、会員が本人の個人情報の確認、訂正などを希望される場合は、ＰＴＡの定 

める書面により開示に応じます。また、苦情等ついても適切・迅速に対応します。 

４．個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口 

さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ副会長（さいたま市立美園南中学校教頭） 

５．本会は、会員から取得した個人情報の取り扱いに関係する日本の法令、その他の規 

範を遵守します。 

６．本会は、会員から取得した個人情報について、適切な安全措置を講ずることによ 

り、漏洩、改ざん、紛失などの事故防止に努めます。 

７．本会は、会員から取得した個人情報の取り扱いに関して、以下の方針を適切に実施 

するため、別途個人情報保護規程を定めるものとします。 

令和元年１１月１５日制定 

さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ会長 
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さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ個人情報保護規程 

 

第１条 目的 

この規程は、さいたま市立美園南中学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）が保有する個

人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正

かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

第２条 定義 

この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別

できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、

それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。）をいう。 

（２）保有個人情報：本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者へ

の提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らか

になることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるも

の、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。 

（３）本人：前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者

個人の保護者をいう。 

（４）役員：本会の本部会（役員会）を構成する者をいう。 

（５）理事：本会の理事会を構成する者（役員を含む）をいう。 

（６）従業者：本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。 

 

第３条 責務 

本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通

じて個人情報の保護に努めるものとする。 

 

第４条 個人情報保護管理者 

本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。 

２ 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理および保存なら

びに開示および訂正の請求に対し、適正に処理する責務を負う。 

３ 個人情報保護管理者は、複数の個人情報保護代理管理者を置くことができる。代理

管理者は、個人情報保護管理者の指揮監督のもとにその職務を代行する。 

 

第５条 利用目的の特定 

本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決める。 

 

第６条 個人情報の収集 

本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に

明示する。なお本会は、要配慮個人情報（思想、信条および宗教に関する個人情報なら

びに社会的差別の原因となる個人情報）については取得しないものとする。 
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第７条 個人情報の利用の制限 

本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のい

ずれかに該当するときはこの限りではない。 

（１）法令に基づく場合

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき

（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第８条 個人情報の管理 

個人情報保護責任者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次の号に掲げ

る事項について適正な措置を講じなければならない。 

（１）紛失、破損その他の事故防止

（２）改ざんおよび漏洩の防止

（３）個人情報の正確性および最新性の維持

（４）不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去

２  本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則

として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明ら

かにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第９条 第三者への提供の制限 

本会は、収集した個人情報は事前の定めのない第三者へ提供しない。ただし次の各号の

いずれかに該当するときはこの限りではない。 

（１）法令に基づく場合

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき

（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき

２ 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用に

ついては、第三者に該当しないものとする。

（１）本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部

を委託する場合

（２）個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同

して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及

び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
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３ 本会は、前項第２号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について

責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 

 

第１０条 第三者からの提供 

本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情

報を取得した経緯」「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項目」「対象者

の同意の有無」について確認し記録する（事業者でない個人から提供を受ける場合は記

録不要とする）。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき 

（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき 

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

第１１条 個人情報の開示請求 

本会は、本人から当該本人に係る個人情報について、書面または口頭により、その開示

（当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含

む。以下同じ。）の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認

の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当

する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 

（１）本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場

合 

（２）本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

（３）他の法令に違反することとなる場合 

 

第１２条 個人情報の訂正または削除請求 

本会は、個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭により、個人情報の訂正、追

加、削除または利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内におい

て遅滞なく調査を行い、その結果を、申出をした者に対し、書面により通知するものと

する。 

２ 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理

を行うものとする。 

 

 

 

第１３条 苦情の処理 

本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならな

い。 
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第１４条 漏えい時などの対応 

本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を個

人情報保護管理者に報告するものとする。 

２ 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合

には遅滞なく本会会長に報告するとともに関係部門に適切な措置をとるよう指示する

ものとする。 

 

第１５条 研修 

個人情報保護責任者は、役員、理事、その他個人情報を取り扱う従業者に対して定期的

に個人情報の取り扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。 

 

第１６条 雑則 

本規程の改廃は本部会（役員会）を経て理事会の承認を受けて行う。 

２ 本規程の実施に必要な事項は別に定めるものとする。 

 

附則 

この規程は、令和元年１１月１５日から施行する。 
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令和４年度 総務委員会
正副委員長 氏　　名 地 　区 備　　考

委員長 鍜　治　華　子 大門南（大字大門） 1-7 連 太 朗

委員長 暁　　　蒼　李 大門下 1-7 璃 佳

書記 岡　田　弥　生 浦和野台・大門美園 2-1 優 菜

会計 新　倉　智　美 浦和野台・大門美園 2-1 優 実

石　川　敬　子 大門上 2-3 瑞 樹

菊　地　真　理 浦和野台・大門美園 2-2 心 海

髙　崎　和　佳 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-1 蒼 空

佐　藤　千　鶴 大門南（大字大門） 2-3 帆 夏

山　本　美　穂 大門上 2-2 翔 楽

清　水　千　恵 大門南（大字大門） 1-6 寛 太

清　田　敦　子 大門中（※美園６丁目北部を含む） 1-3 優 心

𠮷　川　尚　子 大門中（※美園６丁目北部を含む） 1-4 桃 香

米　山　実　花 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 1-1 佳 身

藤　岡　容　子 大門上 1-5 拓 叶

令和４年度 会員交流委員会
正副委員長 氏　　名 地　 区 備　　考

委員長 吉　田　美由紀 浦和野台・大門美園 2-1 弓 真

委員長 山　宮　杏　子 地区外 1-1 汐 莉

会計 竹　林　一　美 大門上 1-3 愛 嘉

書記 田　中　真由美 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 2-5 蓮 人

髙　𣘺　久美子 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 2-1 海 翔

諌　山　理恵子 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-2 凌 駕

宮　野　美　江 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-1 将 光

佐久間　宏　美 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-3 香 帆

八　太　百合子 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 2-6 日 花 里

高　橋　早　苗 大門南（大字大門） 1-5 莉 央

山　内　　　幸 大門南（大字大門） 1-5 麻 衣

金　沢　　　愛 浦和野台・大門美園 1-5 奏 介

山　根　典　子 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 1-5 康 平

臼　井　多恵子 大門南（東大門１〜２丁目、美園７丁目南部） 1-5 慎 平

　本部担当副会長：上野　良子、中野　恵美子

　本部担当副会長：小山　彰子、永江　之江

生　徒　名

生　徒　名
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令和４年度 保健文化委員会
正副委員長 氏　　名 地 　区 備　　考

委員長 山　内　亜　未 大門南（大字大門） 2-2 優 希

委員長 大　槻　祐　子 大門下 1-1 雅 弘

書記 永　野　恵　子 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 1-4 友 佑 陽

会計 名古屋　砂江子 大門下 2-2 沙 綾

宮　本　淳　子 浦和野台・大門美園 2-3 千 愛

岩　渕　一　美 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-4 百 愛

小　倉　美　冴 大門上 2-6 彩 葉

清　水　志　保 大門上 2-6 睦 実

山　内　紘　子 大門上 2-4 翔 太

逸　見　奈津子 大門中（※美園６丁目北部を含む） 1-4 梗 志

阿久沢　留美子 大門下 1-7 健

中　辻　真由美 大門上 1-4 舜

佐　藤　由香子 大門上 1-5 心 優

林　　　正　美 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 1-2 明 広

令和４年度 広報委員会
正副委員長 氏　　名 地　 区 備　　考

委員長 白　石　弘　実 大門中（※美園６丁目北部を含む） 2-6 奏 人

委員長 會　田　太　郎 大門上 1-4 青 蕾

書記 大　石　章　裕 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 1-3 アミダラ　トルベ

会計 三　瀬　美　和 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 1-2 夢 人

河　井　由　佳 大門下 2-6 翔 吾

四　釜　美和子 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-2 大 河

須　藤　清　乃 大門上 2-2 葵

田　村　　　晶 大門上 2-6 天

山　崎　麻衣子 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 2-2 来 叶

山　下　久美子 大門中（※美園６丁目北部を含む） 2-6 翔 馬

花　岡　有　紀 大門下 1-3 か ほ る

齋　藤　恵　佳 大門南（大字大門） 1-5 悠 翔

海老澤　亜　貴 大門上 1-7 友 輝

佐々木　裕　美 大門上 1-5 祈 愛

中　村　美　佳 浦和野台・大門美園 1-4 優 衣 花

河　村　久美江 大門中（※美園６丁目北部を含む） 1-3 拓 実

　本部担当副会長：上野　良子、提箸　美圭

　本部担当副会長：野口　美由紀、永江　之江

生　徒　名

生　徒　名
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令和４年度 学年進路委員会
正副委員長 氏　　名 地 　区 備　　考

委員長 兵　藤　恵　子 浦和野台・大門美園 2-4 優 芽

委員長 広　田　智　恵 大門上 1-5 萌 恵

書記 山　本　文　子 大門上 2-5 美 波

書記 村　田　雅　美 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 2-5 舞

書記 猪　股　真由香 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-2 由 依

会計 新　井　佳緒理 大門上 2-4 心 彩

島　田　正太郎 浦和野台・大門美園 2-5 爽 一 郎

内　野　　　綾 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-4 温

鈴　木　阿　希 大門南（大字大門） 1-1 大 晴

高　井　芳　恵 大門南（大字大門） 1-5 友 喜

菅　原　詩　子 大門上 1-7 岳 登

吉　野　みか子 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 1-3 龍 仁

光　武　みゆき 大門上 1-7 虎 太 朗

功　力　恵　美 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 1-2 悠

令和４年度 地区理事委員会
正副委員長 氏　　名 地　 区 備　　考

地区代表 曵　地　紀　子 大門上 1-2 百 花

藤　田　喜代美 大門上 2-1 千 尋

谷　口　裕　子 大門上 2-1 華 音

村　上　美　香 大門上 1-4 泰 隆

地区代表 永　野　央　子 大門中（※美園６丁目北部を含む） 2-3 真 菜

極　檀　裕　子 大門中（※美園６丁目北部を含む） 2-4 知 枇 呂

村　田　恵　子 大門中（※美園６丁目北部を含む） 1-4 あ ま ね

稲　生　麻　美 大門中（※美園６丁目北部を含む） 1-4 沙 南

地区代表・会計 加　藤　日沙子 大門下 2-5 更 紗

坂　野　　　忍 大門下 1-2 太 良

地区代表 近　藤　真由美 大門南（大字大門） 1-1 隼 人

山　口　翔　子 大門南（大字大門） 2-6 小 春

地区代表・書記 葛　西　晃　人 大門南（東大門１・２丁目、美園６丁目南部） 2-2 紘 人

中　川　由利子 大門南（東大門１・２丁目、美園６丁目南部） 1-2 真 子

地区代表 山　下　ケイ子 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-2 結 聖

田　村　尚　子 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 2-2 稟

山　下　未　樹 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 1-6 紗 希

亀　間　奈津子 大門南（東大門３丁目、畷）・釣上新田 1-5 菜 々

地区代表 武　石　知映子 浦和野台・大門美園 1-1 幸 之 介

山　口　沙由里 浦和野台・大門美園 2-5 真 芽

上　原　しのぶ 浦和野台・大門美園 2-4 凌 旺

森　　　亜紀子 浦和野台・大門美園 1-2 美 晴

母の会代表 木　下　香　織 大門上 1-2 心 結 母の会

関　口　弘　美 大門上 1-4 秋 輝 母の会

山　中　理　恵 大門中（※美園６丁目北部を含む） 1-6 晴 太 母の会

　本部担当副会長：野口　美由紀、中野　恵美子

　本部担当副会長：小山　彰子、提箸　美圭

生　徒　名

生　徒　名
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令和４年度 卒業準備委員会
正副委員長 氏　　名 地 　区 備　　考

東　　　奈緒美 大門南（大字大門） 3-4 竜 成

大　杉　麻由子 大門南（大字大門） 3-5 優 人

君　島　有　紀 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 3-2 和 伽

齋　藤　智　美 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 3-4 郁 斗

松　浦　絵里子 大門南（東大門１〜２丁目、美園６丁目南部） 3-3 孝 太 郎

生　徒　名
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